
(57)【要約】
【課題】  音節を構成する音素のうち、子音に対向する
音素を音符の発生タイミングにあわせて発声することに
より、伴奏に合わせたバーチャルシンガによる自然な歌
唱を実現する。
【解決手段】  歌詞に対応した音節毎の発音タイミング
データを含むボーカルデータを予め記憶する。再生処理
を始めると、音符「ド」に対応した音節「さ」を発声さ
せるとき、子音「ｓ」の発声動作を音符の発音タイミン
グよりも前に始め、母音「ａ」の発音タイミングを音符
「ド」の発音タイミングに合わせる。これにより、伴奏
に遅れることなく、バーチャルシンガによる自然な歌唱
を可能にする。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  メロディおよび歌詞に対応するボーカル
データを生成するボーカルデータ生成装置であって、
歌詞の音節を前記メロディに対応する音符に割り当てる
歌詞割当手段と、
前記音節を音素に分け、各音節を構成する音素のうち、
母音の音素の発音タイミングを前記音符に対応する発音
タイミングに合わせるべく各音節に対応する発音タイミ
ングデータを生成する発音タイミングデータ生成手段
と、
前記音節の音素列データ、前記発音タイミングデータお
よび前記音節に対応した音高データをボーカルデータと
して生成し、このボーカルデータを出力するデータ出力
手段と、を備えたことを特徴とするボーカルデータ生成
装置。
【請求項２】  メロディおよび歌詞に対応するボーカル
データを生成するボーカルデータ生成装置であって、
歌詞の音節を前記メロディに対応する音符に割り当てる
歌詞割当手段と、
前記音節を音素に分け、各音節を構成する音素のうち、
母音の音素の発音タイミングを前記音符に対応する発音
タイミングに合わせるべく各音節に対応する発音タイミ
ングデータを生成する発音タイミングデータ生成手段
と、
前記音節の音素列データ、前記発音タイミングデータお
よび前記音節に対応した音高データをボーカルデータと
して生成し、このボーカルデータをシステムエクスクル
ーシブメッセージに含ませて出力するデータ出力手段
と、を備えたことを特徴とするボーカルデータ生成装
置。
【請求項３】  請求項１または２記載のボーカルデータ
生成装置において、
前記データ出力手段は、前記ボーカルデータをコーラス
毎に分けて出力することを特徴とするボーカルデータ生
成装置。
【請求項４】  請求項１または２記載のボーカルデータ
生成装置において、
前記データ出力手段は、前記ボーカルデータをフレーズ
毎に分けて出力することを特徴とするボーカルデータ生
成装置。
【請求項５】  請求項１または２記載のボーカルデータ
生成装置において、
前記データ出力手段は、前記ボーカルデータを各息継ぎ
区間毎に分けて出力することを特徴とするボーカルデー
タ生成装置。
【請求項６】  請求項１または２記載のボーカルデータ
生成装置において、
前記データ出力手段は、前記ボーカルデータを小節毎に
出力することを特徴とするボーカルデータ生成装置。
【請求項７】  メロディおよび歌詞に対応するボーカル

データを生成するボーカルデータ生成方法であって、
歌詞の音節を前記メロディに対応する音符に割り当てる
歌詞割当工程と、
前記音節を音素に分け、各音声を構成する音素のうち、
母音の音素の発音タイミングを前記音符に対応する発音
タイミングに合わせるべく各音節に対応する発音タイミ
ングデータを生成する発音タイミングデータ生成工程
と、
前記音節の音素列データ、前記発音タイミングデータお
よび前記音節に対応した音高データをボーカルデータと
して生成し、このボーカルデータを出力するデータ出力
工程と、を備えたことを特徴とするボーカルデータ生成
方法。
【請求項８】  メロディおよび歌詞に対応するボーカル
データを生成するボーカルデータ生成方法であって、
歌詞の音節を前記メロディに対応する音符に割り当てる
歌詞割当工程と、
前記音節を音素に分け、各音声を構成する音素のうち、
母音の音素の発音タイミングを前記音符に対応する発音
タイミングに合わせるべく各音節に対応する発音タイミ
ングデータを生成する発音タイミングデータ生成工程
と、
前記音節の音素列データ、前記発音タイミングデータお
よび前記音節に対応した音高データをボーカルデータと
して生成し、このボーカルデータをシステムエクスクル
ーシブメッセージに含ませて出力するデータ出力工程
と、を備えたことを特徴とするボーカルデータ生成方
法。
【請求項９】  伴奏に合わせてバーチャルシンガに歌詞
を唄わせる歌唱音合成装置であって、
伴奏データと、メロディデータの音符に歌詞を割り当
て、該音符の発音タイミングに前記音節毎の母音の発音
タイミングを対応させた発音タイミングデータ、音節の
音素列データおよび前記音節に対応した音高データを含
むボーカルデータを出力するデータ出力手段と、
再生時にこれらのデータを送信するデータ制御手段と、
前記データ制御手段によって送信された前記伴奏データ
を受けて伴奏音を発生させる伴奏音源と、
前記データ制御手段によって送信された前記ボーカルデ
ータを受け、該ボーカルデータに基づいて前記音符に対
応する音程で音節を発音させる歌唱音源と、を具備した
ことを特徴とする歌唱音合成装置。
【請求項１０】  伴奏に合わせてバーチャルシンガに歌
詞を唄わせる歌唱音合成装置であって、
伴奏データと、メロディデータの音符に歌詞を割り当
て、該音符の発音タイミングに前記音節毎の母音の発音
タイミングを対応させた発音タイミングデータ、音節の
音素列データおよび前記音節に対応した音高データを含
むボーカルデータをシステムエクスクルーシブメッセー
ジに含ませて出力するデータ出力手段と、
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再生時にこれらのデータを送信するデータ制御手段と、
前記データ制御手段によって送信された前記伴奏データ
を受けて伴奏音を発生させる伴奏音源と、
前記データ制御手段によって送信された前記システムエ
クスクルーシブメッセージ中のボーカルデータを受け、
該ボーカルデータに基づいて前記音符に対応する音程で
音節を発音させる歌唱音源と、を具備したことを特徴と
する歌唱音合成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えばパソコンに
よるコンピュータ・ミュージックに用いて好適なボーカ
ルデータ生成装置、ボーカルデータ生成方法および歌唱
音合成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】昨今のコンピュータ・ミュージックは、
その発達により業務用のカラオケ、テレビのＣＭ、さら
にポップスの伴奏等、多くの分野に利用されており、そ
の演奏レベルはオーケストラや生バンドに近いレベルに
達している。コンピュータ・ミュージックは、ＤＴＭ
（デスクトップミュージック）とも呼ばれている。この
ＤＴＭは、ＭＩＤＩ音源を備え、このＭＩＤＩ音源を利
用して、ヒット曲を模倣したり、ユーザが制作者やアレ
ンジャーとなって、音色やメロディを変えて自分だけの
楽曲を作って演奏を楽しむことも可能になっている。さ
らに、ＤＴＭには、メロディパートの音符に対して歌詞
の音節を割り当てたボーカルデータを用いてバーチャル
シンガ（架空の歌手）に歌詞を唄わせることのできる音
楽システムもある。
【０００３】このＤＴＭシステムでは、ＭＩＤＩデータ
が用いられ、このＭＩＤＩデータはノートオン信号およ
びノートオフ信号というデータ列からなる。そして、こ
のＭＩＤＩデータは、ノートオン信号によってある高さ
の音（ノートナンバ）を発生し、ノートオフ信号によっ
てその音を停止する。ノートナンバとはＭＩＤＩ規格で
決められたものであり、例えばノートナンバ＝「Ｃ３」
が「ド」、ノートナンバ＝「Ｄ３」が「レ」・・・とな
っている。一方、ＤＴＭは、歌唱音源等により擬似的に
音節を生成し、この音節をノートオン信号に対応付けて
音声を発声させる。これにより、ＤＴＭシステムでは、
ボーカルデータに基づいてバーチャルシンガに歌詞を唄
わせることが可能となる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところで、人間が歌を
唄うとき、歌唱者は、一定の高さと長さを持つ音符に付
加された歌詞を声にする。この際、音符のタイミング通
りに歌詞に相当する音声を発生させるのではなく、音符
のタイミングよりも前に、その歌詞を唄おうとする準備
を無意識のうちに始めている。また、子音で始まる音節
では、その子音を出す位置を無意識のうちに前にずら

し、実際に音として聞こえる母音を音符のタイミングに
合わせて発生している。
【０００５】しかし、上記従来によるＤＴＭでは、バー
チャルシンガが歌詞の音節を発声する場合には、音符に
音節を割り当てたボーカルデータを用いているので、音
符を基準にして音節を発声するようになる。このため、
音節が母音のみの場合には、音符から若干遅れてこの音
節が聞こえるが、子音で始まる音節の場合には、母音を
発声するときに音として聞こえるため、音符に対応した
発音タイミングからかなり遅れて音節が聞こえることに
なる。
【０００６】ここで、伴奏に対する歌詞の遅れについ
て、図１０および図１１に示した「チューリップ」の歌
い始めの「咲いた咲いた」の部分を例示して説明する。
図１０は音符に対応したＭＩＤＩデータおよび音節の発
声を示したものであり、ノートオン信号をＫＯＮ１、Ｋ
ＯＮ２、ＫＯＮ３・・・とし、ノートオフ信号をＫＯＦ
Ｆ１、ＫＯＦＦ２、ＫＯＦＦ３・・・として表してい
る。図１１は音符の長さに対する音節の発声を示した図
である。なお、図１０および図１１では、音節の発声時
についてのみ図示し、音節の発声停止については省略し
ている。
【０００７】ここで、人は、前述した如く、「咲いた」
を歌唱する場合、第１拍目の「ド」が発生したときに
「さ」を発声するためには、音節としての「さ」を構成
する音素「ｓ」を予め「ド」の発生位置よりも前にずら
し、音節「さ」を構成する音素である母音「ａ」が発声
する位置を音符「ド」の位置に合わせるようにしてい
る。ところが、ＤＴＭシステムは、第１拍目の「ド」を
発生させるためのノートオンＫＯＮ１に基づいて「さ」
の音節を発声させるための処理を開始する。このため、
子音「ｓ」の発音タイミングが「ド」の発音タイミング
よりも時間Δｔ１だけ遅れ、さらに母音「ａ」の発音タ
イミングが「ド」の発生タイミングよりも時間Δｔ２だ
け遅れることになる（図１１参照）。ここで、子音で始
まる音節の子音から母音に変化するまでの時間は便宜上
一定時間ｔ０とする。次に、ＤＴＭシステムは、第２拍
目の「レ」を発生させるためのノートオンＫＯＮ２に基
づいて「い」の音節を発声させるための処理を開始す
る。このため、母音「ｉ」の発音タイミングが「レ」の
発音タイミングよりも時間Δｔ１だけ遅れる（図１１参
照）。さらに、ＤＴＭシステムは、第３拍目の「ミ」を
発生させるためのノートオンＫＯＮ３に基づいて「た」
の音節を発声させるための処理を開始する。このため、
音素としての子音「ｔ」の発音タイミングが「ミ」の発
音タイミングよりも時間Δｔ１だけ遅れ、さらに音素と
しての母音「ａ」の発音タイミングが「ミ」の発音タイ
ミングよりも時間Δｔ２だけ遅れることになる（図１１
参照）。
【０００８】このように、従来のＤＴＭシステムでは、
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伴奏に合わせてバーチャルシンガに歌詞を唄わせと、メ
ロディパートの音符から遅れて歌詞の音節が発声するこ
とになり、特に子音で始まる音節でその遅れが顕著に現
れ、歌詞が伴奏に合わなくなってしまう、という問題が
あった。
【０００９】また、伴奏に歌詞を合わせる場合には、歌
詞の音節を発音タイミングを調整すればよいことが分か
る。しかし、発音タイミングを、子音で始まる音節に合
わせた場合、母音のみである音節を再生すると、この音
節が音符の発生タイミングよりも早くなってしまう。こ
のように、発音タイミングを一様に調整するだけでは、
バーチャルシンガによる自然な歌唱は得ることができな
かった。
【００１０】本発明は、以上の問題に鑑みてなされたも
のであり、伴奏に合わせたバーチャルシンガによる自然
な歌唱を実現することのできるボーカルデータを生成す
るボーカルデータ生成装置、ボーカルデータ生成方法お
よび歌唱音合成装置を提供することを目的としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項１記載の発明は、メロディおよび歌詞に対応
するボーカルデータを生成するボーカルデータ生成装置
であって、歌詞の音節を前記メロディに対応する音符に
割り当てる歌詞割当手段と、前記音節を音素に分け、各
音節を構成する音素のうち、母音の音素の発音タイミン
グを前記音符に対応する発音タイミングに合わせるべく
各音節に対応する発音タイミングデータを生成する発音
タイミングデータ生成手段と、前記音節の音素列デー
タ、前記発音タイミングデータおよび前記音節に対応し
た音高データをボーカルデータとして生成し、このボー
カルデータを出力するデータ出力手段と、を備えたこと
を特徴としている。
【００１２】請求項２記載の発明は、メロディおよび歌
詞に対応するボーカルデータを生成するボーカルデータ
生成装置であって、歌詞の音節を前記メロディに対応す
る音符に割り当てる歌詞割当手段と、前記音節を音素に
分け、各音節を構成する音素のうち、母音の音素の発音
タイミングを前記音符に対応する発音タイミングに合わ
せるべく各音節に対応する発音タイミングデータを生成
する発音タイミングデータ生成手段と、前記音節の音素
列データ、前記発音タイミングデータおよび前記音節に
対応した音高データをボーカルデータとして生成し、こ
のボーカルデータをシステムエクスクルーシブメッセー
ジに含ませて出力するデータ出力手段と、を備えたこと
を特徴としている。
【００１３】請求項３記載の発明は、請求項１または２
記載のボーカルデータ生成装置において、前記データ出
力手段は、前記ボーカルデータをコーラス毎に分けて出
力することを特徴としている。
【００１４】請求項４記載の発明は、請求項１または２

記載のボーカルデータ生成装置において、前記データ出
力手段は、前記ボーカルデータをフレーズ毎に分けて出
力することを特徴としている。
【００１５】請求項５記載の発明は、請求項１または２
記載のボーカルデータ生成装置において、前記データ出
力手段は、前記ボーカルデータを各息継ぎ区間毎に分け
て出力することを特徴としている。
【００１６】請求項６記載の発明は、請求項１または２
記載のボーカルデータ生成装置において、前記データ出
力手段は、前記ボーカルデータを小節毎に出力すること
を特徴としている。
【００１７】請求項７記載の発明は、メロディおよび歌
詞に対応するボーカルデータを生成するボーカルデータ
生成方法であって、歌詞の音節を前記メロディに対応す
る音符に割り当てる歌詞割当工程と、前記音節を音素に
分け、各音声を構成する音素のうち、母音の音素の発音
タイミングを前記音符に対応する発音タイミングに合わ
せるべく各音節に対応する発音タイミングデータを生成
する発音タイミングデータ生成工程と、前記音節の音素
列データ、前記発音タイミングデータおよび前記音節に
対応した音高データをボーカルデータとして生成し、こ
のボーカルデータを出力するデータ出力工程と、を備え
たことを特徴としている。
【００１８】請求項８記載の発明は、メロディおよび歌
詞に対応するボーカルデータを生成するボーカルデータ
生成方法であって、歌詞の音節を前記メロディに対応す
る音符に割り当てる歌詞割当工程と、前記音節を音素に
分け、各音声を構成する音素のうち、母音の音素の発音
タイミングを前記音符に対応する発音タイミングに合わ
せるべく各音節に対応する発音タイミングデータを生成
する発音タイミングデータ生成工程と、前記音節の音素
列データ、前記発音タイミングデータおよび前記音節に
対応した音高データをボーカルデータとして生成し、こ
のボーカルデータをシステムエクスクルーシブメッセー
ジに含ませて出力するデータ出力工程と、を備えたこと
を特徴としている。
【００１９】請求項９記載の発明は、伴奏に合わせてバ
ーチャルシンガに歌詞を唄わせる歌唱音合成装置であっ
て、伴奏データと、メロディデータの音符に歌詞を割り
当て、該音符の発音タイミングに前記音節毎の母音の発
音タイミングを対応させた発音タイミングデータ、音節
の音素列データおよび前記音節に対応した音高データを
含むボーカルデータを出力するデータ出力手段と、再生
時にこれらのデータを送信するデータ制御手段と、前記
データ制御手段によって送信された前記伴奏データを受
けて伴奏音を発生させる伴奏音源と、前記データ制御手
段によって送信された前記ボーカルデータを受け、該ボ
ーカルデータに基づいて前記音符に対応する音程で音節
を発音させる歌唱音源と、を具備したことを特徴として
いる。
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【００２０】請求項１０記載の発明は、伴奏に合わせて
バーチャルシンガに歌詞を唄わせる歌唱音合成装置であ
って、伴奏データと、メロディデータの音符に歌詞を割
り当て、該音符の発音タイミングに前記音節毎の母音の
発音タイミングを対応させた発音タイミングデータ、音
節の音素列データおよび前記音節に対応した音高データ
を含むボーカルデータをシステムエクスクルーシブメッ
セージに含ませて出力するデータ出力手段と、再生時に
これらのデータを送信するデータ制御手段と、前記デー
タ制御手段によって送信された前記伴奏データを受けて
伴奏音を発生させる伴奏音源と、前記データ制御手段に
よって送信された前記システムエクスクルーシブメッセ
ージ中のボーカルデータを受け、該ボーカルデータに基
づいて前記音符に対応する音程で音節を発音させる歌唱
音源と、を具備したことを特徴としている。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照し、本発明の実
施形態について説明する。
【００２２】Ａ．歌唱音合成装置の構成
図１は、本発明による歌唱音合成装置（以下、ＤＴＭと
いう）のシステム構成の一例を示す図である。このＤＴ
Ｍシステムは、パーソナルコンピュータ１（以下、パソ
コン１という）と、トーンジェネレータ３１と、スピー
カ５０と、ＭＩＤＩキーボード６０とによって大略構成
されている。図２は、パソコン１およびトーンジェネレ
ータ３１の構成、さらに接続状態を示す図である。パソ
コン１はシーケンサでもよく、トーンジェネレータ３１
は音声発音装置を含むものである。
【００２３】Ａ－１．パソコン１の構成
パソコン１は、ＣＰＵ１３、ＲＡＭ１１、ＲＯＭ１２お
よびハードディスク１４（図２参照）を備えたパソコン
本体１０と、このパソコン本体１０からの画像信号を受
けて各種表示を行うモニタ２７と、パソコン本体１０に
歌詞、指令情報等の各種情報を入力するキーボード２８
およびマウス２９とを具備している。
【００２４】パソコン本体１０のバス１５には、図２に
示す如く、検出回路１６、検出回路１７及び表示回路１
８の他、インターフェース１９、ハードディスク１４、
ＲＡＭ１１、ＲＯＭ１２、ＣＰＵ１３等が接続される。
【００２５】検出回路１６は、キーボード２８上のキー
（数字キーや文字キー等）入力を検出し、キー信号を生
成する。検出回路１７は、マウス２９の移動操作やスイ
ッチ操作を検出し、マウス信号を生成する。作業者は、
キーボード２８またはマウス２９を用いて、伴奏データ
の生成およびボーカルデータの編集を行う。
【００２６】表示回路１８はモニタ２７に接続される。
モニタ２７には、編集画面等を表示することができ、作
業者は、モニタ２７上の編集画面を参照しながら伴奏デ
ータの生成およびボーカルデータの編集を行う。
【００２７】ＲＯＭ１２は、伴奏データ、ボーカルデー

タ等の各種パラメータ及び制御プログラムを記憶する。
ＲＡＭ１１は、フラグ、バッファ等を記憶するもので、
ハードディスク１４から供給された制御プログラム等を
記憶することも可能となる。ＣＰＵ１３は、ＲＡＭ１１
又はＲＯＭ１２に記憶されている制御プログラムに従っ
て、ボーカルデータの編集等のための演算または制御を
行うものである。ＲＯＭ１２等に記憶される制御プログ
ラムは、後述する 伴奏データ生成処理、 楽器音生成
処理、 ボーカルデータ生成処理、 曲再生処理、 表
示処理等を行わせるものである。ＣＰＵ１３にはタイマ
２０が接続され、ＣＰＵ１３はこのタイマ２０の時間情
報に応じて、所定時間間隔に割り込み処理を行う。
【００２８】インターフェース１９は、ＭＩＤＩインタ
ーフェースからなる。インターフェース１９は、トーン
ジェネレータ３１のインターフェース３８とＭＩＤＩケ
ーブルで接続される。これにより、パソコン１は、イン
ターフェース８を介して、伴奏データおよびボーカルデ
ータ等をトーンジェネレータ３１に送信する。
【００２９】Ａ－２．トーンジェネレータ３１の構成
トーンジェネレータ３１は、ＭＩＤＩ音源３２および歌
唱音源３３とを有する。バス３４には、ＭＩＤＩ音源３
２、効果回路３７、歌唱音源３３、検出回路３５、表示
回路３６、インターフェース３８、ＲＡＭ３９、ＲＯＭ
４０、ＣＰＵ４１等が接続される。
【００３０】検出回路３５は、操作子４２或いはＭＩＤ
Ｉキーボード６０の操作を検出し、操作子信号を生成す
る。操作子４２は、例えばスイッチ等の演奏操作子であ
る。表示回路３６は、トーンジェネレータ３１の動作状
態等を表示パネル４３に表示させるものである。
【００３１】ＲＯＭ４０は、音声を合成するためのフォ
ルマントデータ、その他の各種データ及び制御プログラ
ムを記憶している。ＲＡＭ３９は、パソコン１から送信
される伴奏データおよびボーカルデータ等を記憶する。
制御プログラムは、ＲＯＭ４０に記憶させる代わりに、
ＲＡＭ３９に記憶させてもよい。ＣＰＵ４１は、ＲＯＭ
４０に記憶されている制御プログラムに従い、演算また
は制御を行うことにより曲を再生させる。
【００３２】ＣＰＵ４１は、接続されたタイマ４４から
時間情報を得て、この時間情報に従って、伴奏データ又
はボーカルデータの再生を行う。ＣＰＵ４１は、ノート
オン信号等に基づいて楽音パラメータおよび効果パラメ
ータを生成し、それぞれＭＩＤＩ音源３２および効果回
路３７に供給する。ＭＩＤＩ音源３２は、供給される楽
音パラメータに応じて楽音信号を生成するものである。
効果回路３７は、供給される効果パラメータに応じて、
ＭＩＤＩ音源３２で生成される楽音信号に例えばディレ
イやリバーブ等の効果を付与し、ＤＡ変換回路４５に供
給する。ＤＡ変換回路４５は供給されるデジタル形式の
楽音信号をアナログ形式に変換し、スピーカ５０から伴
奏を発生させる。なお、ＭＩＤＩ音源３２は、波形メモ
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リ方式、ＦＭ方式、物理モデル方式、高調波合成方式、
ＶＣＯ＋ＶＣＦ＋ＶＣＡのアナログシンセサイザ方式
等、どのような方式であってもよい。
【００３３】インターフェース３８は、ＭＩＤＩインタ
ーフェースからなる。例えば、トーンジェネレータ３１
のインターフェース３８とパソコン１のインターフェー
ス１９とがＭＩＤＩケーブルで接続される場合、トーン
ジェネレータ３１およびパソコン１との間はＭＩＤＩ通
信を行う。
【００３４】また、ＣＰＵ４１は、インターフェース３
８を介して、パソコン１からボーカルデータを受け取
り、ＲＡＭ３９に格納する。ボーカルデータは、ノート
データ、音素列データおよび発音タイミングデータを含
むもので、詳細ついては後に説明する。
【００３５】さらに、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ３９に記憶
されているボーカルデータを読み出し、ＲＯＭ４０に記
憶されているフォルマントデータに基づき、このフォル
マントデータを歌唱音源３３に供給する。フォルマント
データは、例えば各音素に対応したフォルマントを形成
するために必要とされるフォルマント中心周波数（フォ
ルマントを形成する山の中心周波数）データ、フォルマ
ントバンド幅（フォルマントを形成する山のバンド幅）
データ、フォルマントレベル（フォルマントを形成する
山のピークレベル）データ等からなる。歌唱音源３３
は、供給されるフォルマントデータに応じて音声信号を
生成する。音声信号は、所定の音高を有した歌声に相当
する。歌唱音源３３は、フォルマント合成方式（歌唱音
源）でもよいし、その他の方式でもよい。フォルマント
合成方式については、例えば特開平３－２００２９９号
公報に記載されている。
【００３６】効果回路３７は、供給される効果パラメー
タに応じて、歌唱音源３３で生成される音声信号に、例
えばディレイ等の効果を付与し、ＤＡ変換回路４５に供
給する。ＤＡ変換回路４５は、供給されるデジタル形式
の音声信号をアナログ形式に変換し、スピーカ５０から
歌唱を発音させる。
【００３７】なお、歌唱音源３３およびＭＩＤＩ音源３
２は、専用のハードウエアを用いて構成するものに限ら
ず、ＤＳＰ＋マイクロプログラムを用いて構成してもよ
いし、ＣＰＵ＋ソフトウェアのプログラムで構成するよ
うにしてもよい。さらに、１つの歌唱音源又は音源回路
を時分割で使用することにより複数の発音チャンネルを
形成するようにしてもよいし、複数の歌唱音源又は音源
回路を用い、１つの発音チャンネルにつき１つの歌唱音
源又は音源回路で複数の発音チャンネルを構成するよう
にしてもよい。
【００３８】Ｂ．制御処理
次に、ＤＴＭの制御処理について説明する。この制御プ
ログラムは、 伴奏データ生成処理、 楽器音生成処
理、 ボーカルデータ生成処理、 曲再生処理、 表示

処理等をＣＰＵ１３またはＣＰＵ４１に行わせるもので
ある。
【００３９】ここで、前述した各処理の概略を説明す
る。
伴奏データ生成処理

モニタ２７上に表示された音符入力ウィンドウの五線譜
に、ユーザがキーボード２８（マウス２９）或いはＭＩ
ＤＩキーボード６０を用いて音符を書き込み、この音符
をＭＩＤＩ形式の伴奏データとしてハードディスク１４
に記憶させる。この際、伴奏データは、パート（例え
ば、楽器）毎に個々に記憶させる。
楽器音生成処理

ユーザが曲作成処理によって書き込んだ各パートデータ
に対して楽器（例えば、ドラム、ギター、エレクトーン
等）の選択、さらにアレンジおよびエフェクト処理等を
設定し、この設定状態が設定データとしてハードディス
ク１４に記憶される。
ボーカルデータ生成処理

メロディおよび歌詞に対応するボーカルデータを生成
し、このボーカルデータがハードディスク１４に記憶さ
れる。
曲再生処理

トーンジェネレータ３１のＭＩＤＩ音源３２および歌唱
音源３３とを用いて、ボーカルデータおよび伴奏データ
による楽音をスピーカ５０から発生させる。
表示処理

モニタ２７上に各種画面を表示させる。
【００４０】これらの処理のうち、 伴奏データ生成処
理、 楽器音生成処理、 表示処理は、従来からＤＴＭ
で行われていた技術であり、その詳細説明を省略する
が、 ボーカルデータ生成処理および 曲再生処理につ
いては、後に詳述するものとする。
【００４１】Ｂ－１． ボーカルデータ生成処理
まず、前述したボーカルデータ生成処理について、図３
のフローチャートに基づいて説明する。まず、ＣＰＵ１
３は、ボーカルデータを生成する制御プログラムに基づ
いて、歌詞割当処理を行う（ステップＳ１）。
【００４２】ここで、歌詞割当処理とは、歌詞の音節を
メロディデータの音符に割り当てる処理のことであり、
例えば、音節のデータ数と音符のデータ数とを合わせ
て、初めから割り振る等の処理を行う。
【００４３】この歌詞割当処理によって、生成されたボ
ーカルデータのテーブル（図４参照）がハードディスク
１４に記憶される。図４は、例えば「チューリップ」の
歌詞「咲いた咲いた」の部分のテーブルを示している。
このデータテーブルは、ノート（音符）データ、発生タ
イミングデータ、歌詞および音素列データとを含む。ノ
ートデータとはノートナンバ（音高を示す）のことであ
る。音素列データは、各音素に関するデータと呼気（即
ち、人が音声を発音する際の息継ぎ）を表現するデータ
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を含む。前記音素列データは、「歌詞」の各音節（本実
施形態における仮名文字）に対応している。
【００４４】例えば、第１行目の歌詞「さ」を構成する
音節は、音素列データ「ｓ＋ａ」に置き換えられ、Ｃ３
の音高（ノート）で発音されることを意味し、第２行目
の歌詞「い」は、音素列データ「ｉ」に置き換えられ、
Ｄ３の音高で発音されることを意味している。
【００４５】発音タイミングデータは、初めの音素の発
音タイミングを示したもので、図９に示すように、音符
に割り当てられた音節について、音素列データのうち母
音を発音するときの発音タイミングと、音符を発音する
ときの発音タイミングとを合わせるタイミングを示した
ものである。母音のみで表される音節の場合には、音節
の発音タイミングは音符の発音タイミングにほぼ一致
し、子音で始まる音節の場合には、音節の発音タイミン
グは音符の発音タイミングよりも前になる。
【００４６】再び、図３に戻って、ＣＰＵ１３は、図４
のボーカルデータを含むシステムエクスクルーシブメッ
セージを作成する（ステップＳ３）。一般に、このシス
テムエクスクルーシブメッセージは、ＭＩＤＩ音源固有
の機能を操作するために使う情報であり、メーカが自社
製のＭＩＤＩ楽器等に独自に設定している送受信メッセ
ージのことである。このメッセージは、曲データの１番
最初に音源に送ることにより、ＭＩＤＩ音源が持つ独自
の機能を用いて音色やエフェクトを設定する。このシス
テムエクスクルーシブメッセージを用いることにより、
ＭＩＤＩ音源により高度な楽音表現を実現する。
【００４７】本実施形態によるシステムエクスクルーシ
ブメッセージは、図５に示すように構成されている。即
ち、先頭にシステムエクスクルーシブメッセージである
ことを示すエクスクルーシブ・ステータス「Ｆ０」、次
の位置がメーカＩＤ、３つ目の位置がエクスクルーシブ
メッセージを送受信するための識別番号（デバイスＩ
Ｄ）、次が音素列データメッセージ、次が発音タイミン
グメッセージさらに音節のピッチメッセージとなり、こ
の音素列データメッセージ、発音タイミングメッセー
ジ、ピッチメッセージがそれぞれ１つの音節を示してい
る。そして、この３つのデータを各音節毎に繰り返して
１曲分のボーカルデータを構成し、最後の位置にエンド
オブエクスクルーシブ「Ｆ７」が割り付けられる。
【００４８】さらに、ＣＰＵ１３は、ステップＳ３で生
成されたシステムエクスクルーシブメッセージをハード
ディスク１４に記憶し、この処理を終了する。
【００４９】Ｂ－２． 曲再生処理
次に、曲再生処理について、図６のフローチャートに基
づいて説明する。まず、パソコン１のＣＰＵ１３は、キ
ーボード２８またはマウス２９からの信号を受けて、ハ
ードディスク１４に記憶された伴奏データおよびシステ
ムエクスクルーシブメッセージとして表現されたボーカ
ルデータをインターフェース１９，３７を介してトーン

ジェネレータ３１に送信する。トーンジェネレータ３１
のＣＰＵ４１は、この伴奏データおよびシステムエクス
クルーシブメッセージを受信すると、曲再生処理を開始
する（ステップＳ１１）。
【００５０】ＣＰＵ４１は、制御プログラムに基づい
て、受信した伴奏データおよびシステムエクスクルーシ
ブメッセージをＲＡＭ３９に格納すると共に、格納した
システムエクスクルーシブメッセージからボーカルデー
タを生成する（ステップＳ１２）。この際、システムエ
クスクルーシブメッセージの各部に書き込まれたメッセ
ージから、ノートデータ、発音タイミングデータ、歌詞
および音素列データを、各音節毎に読出し、図４に示す
ようなボーカルデータのテーブルを作成する。
【００５１】次に、ＣＰＵ４１は、伴奏データに基づい
て伴奏再生処理を開始する（ステップＳ１３）。この伴
奏再生処理は、各パート毎の楽器による再生を行うもの
である。この処理は、従来技術と変わるところがないの
で、その詳細は省略する。さらに、ＣＰＵ４１は、ボー
カルデータのテーブルからバーチャルシンガによる歌詞
の再生処理を開始する（ステップＳ１４）。そして、演
奏に合わせてバーチャルシンガに歌詞を唄わせる。
【００５２】ここで、歌詞再生処理の流れを、図７のフ
ローチャートを基づいて説明する。即ち、ＣＰＵ４１
は、タイマ４４をスタートさせ（ステップＳ２１）、デ
ータテーブルの発音タイミングｔにタイマのカウント値
が達したか否かを監視し、発音タイミングに達する毎
に、音節を順番に発音させる（ステップＳ２２）。そし
て、ＣＰＵ４１は、全てのボーカルデータが発音したか
否かを監視し（ステップＳ２３）、全てのボーカルデー
タが発音するまで、この処理を繰り返す。
【００５３】音符と音節との発音タイミングについて、
図８および図９に具体例を挙げて説明する。この具体例
は、「チューリップ」の歌い始めの「咲いた咲いた」の
部分を示したものである。前述した如く、発音タイミン
グデータは、音符に割り当てられた音節について、音素
列データのうち母音を発声するときの発音タイミング
と、音符を発生するときの発音タイミングとを合わせた
データである。このため、ＣＰＵ４１は、第１拍目の
「ド」を発音させるためのノートオンＫＯＮ１に対応し
た音節「さ」を発音させるためには、音符の発音タイミ
ングよりも時間ｔ０だけ前、即ちタイマ４４のスタート
からｔ１後に音節「さ」を構成する音素である子音
「ｓ」の発音動作を始めている。これにより、音節
「さ」を構成する音素である母音「ａ」の発音タイミン
グが「ド」の発音タイミングにほぼ一致する。
【００５４】また、ＣＰＵ４１は、第２拍目の「レ」を
発音させるためのノートオンＫＯＮ２に対応した音節
「い」を発音させるためには、タイマ４４のスタートか
らｔ２後に母音「ｉ」の発音動作を始めている。これに
より、母音「ｉ」の発音タイミングが「レ」の発音タイ
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ミングにほぼ一致する。
【００５５】さらに、ＣＰＵ４１は、第３拍目の「ミ」
を発音させるためのノートオンＫＯＮ３に対応した音節
「た」を発音させるためには、音符の発音タイミングよ
りも時間ｔ０だけ前、即ちタイマ４４のスタートからｔ
３後に音節「た」を構成する音素である子音「ｔ」の発
音動作を始めている。これにより、音節「た」を構成す
る音素である母音「ａ」の発音タイミングが「ミ」の発
音タイミングにほぼ一致する。
【００５６】このように、本実施形態によるＤＴＭシス
テムでは、メロディの音符に対して歌詞の音節を遅らせ
ることなく再生でき、バーチャルシンガに歌詞を唄わせ
ることができる。これにより、伴奏に合わせて歌詞を唄
わせることが可能となる。
【００５７】Ｃ．実施形態の効果
本実施形態では、メロディの音符の発音タイミングと歌
詞に対応した音節の母音の発音タイミングとが一致する
ように設定した発音タイミングデータを、曲の再生に際
して予めトーンジェネレータ３１に送信するようにした
から、バーチャルシンガによってリアルタイムに歌唱さ
れることができる。この結果、ＤＴＭシステムでは、自
然の歌唱に近い歌い出しのタイミングを実現することが
可能となる。
【００５８】Ｄ．変形例
（１）前記実施形態では、１曲分のボーカルデータをシ
ステムエクスクルーシブメッセージに含んだ場合を例示
したが、本発明はこれに限らず、１コーラス、１フレー
ズ、息継ぎ間、１小節としてもよく、音符の発生タイミ
ングよりも前に予めトーンジェネレータ３１にある単位
で送信するようにすればよい。
【００５９】（２）演奏データは、インターネット等か
ら配信を受けたデータであってもよく、この場合、演奏
データのうちメロディパートに対して、既成の歌詞或い
はオリジナルの歌詞を割り当て、ボーカル情報によって
設定したバーチャルシンガに歌唱させることも可能とな
る。
【００６０】（３）システムエクスクルーシブメッセー
ジのメッセージにノートナンバ等を記憶するようにして
もよく、歌詞を再生するときの音程は、システムエクス
クルーシブメッセージに書き込んでも、ノートオン信号

に含まれる音高を用いるようにしてもよい。
【００６１】（４）前記実施形態では、歌唱装置をＤＴ
Ｍに適用した場合について述べたが、本発明はこれに限
らず、歌唱音が出力可能な電子楽器や音声応答装置、或
いはゲームマシンやカラオケなどのアミューズメント機
器などに用いてもよい。
【００６２】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
音節を構成する音素のうち、子音に対向する音素を音符
の発生タイミングにあわせて発声するので、伴奏に合わ
せたバーチャルシンガによる自然な歌唱を実現すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施形態によるＤＴＭシステムの構
成を示す構成図である。
【図２】  同実施形態のＤＴＭシステムの電気的な構成
をブロック図である。
【図３】  同実施形態によるボーカルデータ生成処理を
示す流れ図である。
【図４】  同実施形態に用いられるボーカルデータのテ
ーブルを示す図である。
【図５】  同実施形態に用いられるシステムエクスクル
ーシブメッセージの構成を示す図である。
【図６】  同実施形態による曲再生処理を示す流れ図で
ある。
【図７】  同実施形態による歌詞再生処理を示す流れ図
である。
【図８】  具体例による音符に対応したＭＩＤＩデータ
および音節の発声を示した図である。
【図９】  具体例による音符の長さに対する音節の発声
を示した図である。
【図１０】  従来技術による音符に対応したＭＩＤＩデ
ータおよび音節の発声を示した図である。
【図１１】  従来技術による音符の長さに対する音節の
発声を示した図である。
【符号の説明】
１・・・パソコン，２８・・・キーボード，２９・・・
マウス，３１・・・トーンジェネレータ，３２・・・Ｍ
ＩＤＩ音源，３３・・・歌唱音源，５０・・・スピー
カ，６０・・・ＭＩＤＩキーボード
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図６】
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【図５】

【図７】 【図８】

【図９】
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【図１０】
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